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別紙1-2

入札説明書　質問記入欄

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア (ｱ) ① a 項目等 質問内容 回答

1 20 第7 4 ① a

資金計画・事
業収支計画
に関する条

件

「建設・工事監理業務に係るサービス対価は、平成32（2020）年度から
平成33（2021）年度までの各年度において、出来高に応じて支払う」「平
成32（2020）年度における建設・工事監理業務のサービスの対価の支
払い限度額の割合 40％」とありますが、2019年度～2020年度に発生し
た「事業者の開業に伴う諸費用、建中利息、その他施設整備に関する
初期投資と認められる費用」の90％（９/１０）も含まれるとの理解でよろ
しいでしょうか。（契約書別紙に関する第１回質問及び意見への回答№
3を踏まえ、「事業者の開業に伴う諸費用、建中利息、その他施設整備
に関する初期投資と認められる費用」は出来高払いの対象となると理
解しております。

お見込みのとおりです。2019年度～2020年度に発生した「事業者の開
業に伴う諸費用、建中利息、その他施設整備に関する初期投資と認め
られる費用」は、「建設・工事監理業務に係るサービス対価」に含まれま
す。なお、「確認申請等の手続きに要する諸費用」は「設計業務に係る
サービス対価」に含まれます。

2 20 第7 4 ① a

資金計画・事
業収支計画
に関する条
件

平成32（2020）年度分の「建設・工事監理業務のサービスの対価」は、
様式J-1「初期投資費見積書」の工事監理合計、建設工事合計、その
他費用合計の合計（消費税抜き）の40％の範囲内であれば、2019～
2020年度の出来高割合×9/10が支払われると理解してよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。



別紙1-3

事業契約書（案）　質問記入欄

契約書、契約約款

Ｎｏ
契約
書

契約
約款

頁 章 節 条 1 (1) ア 項目等 質問内容 回答

1 〇 20 6 1 52 4 本施設の修繕

平成30年11月16日公表の「第1回質問及び意見への回答」のうち、別
紙1-3 No.8の回答として、貴町が修繕費用を負担せず、事業者が修
繕をしなかった場合で、当該修繕を実施しなかったことに起因する損
害が発生してしまった場合は、その損害を貴町が填補するとの理解で
宜しいでしょうか。

協議によるものとします。

2 〇 20 6 2 54 2

維持管理及
び運営業務
に対する町
によるモニタ

リング

貴町からの通知により、事業者が維持管理・運営業務の説明及び立
会をする際は、代表企業の立会は必須でしょうか。
代表企業の立会は、維持管理企業及び運営企業が立ち会うのであれ
ば、必要に応じて判断することは可能でしょうか。

必須ではありません。事業者の提案によるものとします。



別紙1-4

契約書別紙

Ｎｏ
別紙
番号

頁 1 (1) ① ア (ａ) 項目等 質問内容 回答

1 3 45

表１　建設及
び維持管理
及び運営業
務期間中の
保険

「維持管理及び運営業務業者賠償責任保険」の保険契約者は、「維持管
理及び運営業務の受託者」と記載されていますが、維持管理及び運営業
務契約履行保証保険や施設管理者賠償責任保険と同様に、「事業者（Ｓ
ＰＣ）」が保険契約者となる提案も認めていただけないでしょうか。

事業者の提案によるものとします。

2 4 46
出来高払金
の額

契約書別紙に関する第１回質問及び意見への回答№2において、建設・
工事管理業務の出来高割合は「工事監理者が作成した出来高設計書等
に基づいて、本町の検査の担当者が立合った上で出来高検査を実施」し
て決定するとありますが、「事業者の開業に伴う諸費用、建中利息、その
他施設整備に関する初期投資と認められる費用」について、貴町はどの
ような方法で出来高割合を確認されるのかご教示ください（「事業者の開
業に伴う諸費用、建中利息、その他施設整備に関する初期投資と認めら
れる費用」の出来高割合は、2019年度～2020年度に発生した当該費用
全額（2021年3月末日までの支払済み額及び未払金額の総額）になると
の理解でよろしいでしょうか。）

「事業者の開業に伴う諸費用、建中利息、その他施設整備に関する初期
投資と認められる費用」の2020年度の出来高は、2019年度～2020年度
に発生した当該費用全額が対象となります。

3 4 47

表３　設計及
び建設・工事
管理業務の
金額及び支
払スケジュー
ル（円）

設計業務相当額の支払時期は、「設計業務完了時の翌月」とあります
が、契約書別紙に関する第1回質問及び意見への回答（№6）」により、設
計業務相当額は「様式Ｊ-1 初期投資費見積書の「調査・設計」欄の「調
査・設計合計」に計上する金額」となり、「各種申請費用」も含まれること
から、「設計業務完了時」とは、「確認申請完了時」との理解でよろしいで
しょうか。この理解が誤っている場合は、設計業務相当額の支払条件と
なる「設計業務完了」の定義をご教示ください。

「建築確認済証受領時」とします。

4 5 57 1

基本的考え
方

（設計及び建
設・工事監理
業務業務）

平成30年11月16日公表の「第1回質問及び意見への回答」のうち、別紙
1-4 No.10の回答として、着工から竣工までの間の物価変動は改定しな
いとのことですが、着工から竣工までに著しい物価変動が生じた場合は
協議に応じていただけませんでしょうか。

着工から竣工までの間に物価が著しく変動した場合は、市場価格の実態
に合うよう、町及び事業者の協議に応じるものとします。



別紙1-6

要求水準書、添付資料　質問記入欄

Ｎｏ 本編
資料
番号

頁 章 節 1 (1) ① ⅰ) 項目等 質問内容 回答

1 〇 4 1 3 4
国庫補助金
申請図書作
成補助業務

設計業務に国庫補助金申請図書作成補助業務とありますが、通常の
ように2020年4月末に交付申請を行う場合それまでに工事費内訳書
が必要（実質、実施設計及び積算業務完了）ということでしょうか。

「入札説明書等に関する第1回質問及び意見への回答（平成30年11
月16日公表）」入札説明書に係る質問No.1に記載のとおり、平成32年
度～平成33年度の各年度、それぞれの段階で申請書類を整理しま
す。その際には、当該年度の工事費が必要となりますが、積算業務が
終わっていない場合は、入札時の工事費や過去の実績等を参考にし
つつ、根拠に基づき、計上してください。

2 〇 7 1 3 5

表1　本施設
における

サービスの
対価、運営
収入の対象

提案施設（ジャグジー、サウナ、露天風呂等）の維持管理、運営費、光
熱水費はサービス対価の対象となっていませんが、施設の維持管
理、運営は全体で実施しており、これらの費用を提案施設と必須施設
で分けることは非常に困難です。必ずしも分けて示すことは必要でしょ
うか。収入に関しても同様です。

必要です。提案施設と必須施設は分けて示してください。なお、様式は
適宜項目を追加してください。

3 〇 13 1 6 (7)
熱供給管の
保守管理に
係る仕様

「事業予定地外の熱供給管等の保守管理は町が別途実施する」とあ
りますが、臨港道路等埋設の蒸気配管保守管理についてボックスカ
ルバートのサイズ等設計条件のご指定はありますでしょうか。

保守管理業務に支障の無いサイズを想定してください。

4 〇 23 2 1 5 (4) ⑤ ろ過設備
ろ過機の設置台数は、要求水準上は「槽毎に設置すること」とされて
おりますが、諸条件等を踏まえ、可能と判断される部分についてはろ
過機を兼用とさせて頂けますでしょうか。

原則、不可とします。ただし、温浴施設の浴槽に関しては、この限りで
はありません。

5 〇
27
29

2 2  15
救護室、監
視室、事務

室

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ、教員の更衣ｽﾍﾟｰｽをﾊﾟｰﾃｼｮﾝ等で確保し、救護室と監視室
及び事務室との間仕切りを無しとして一体の部屋とすることは可能で
しょうか。

事業者の提案によるものとします。

6 〇 31 2 2 7 (1) ⅲ) 駐車場

駐車場の仕上げはｱｽﾌｧﾙﾄ（透水性）で舗装することとありますが、透
水性舗装は表面が弱く大型バス等の利用がある駐車場には向かない
と思われます。排水勾配等十分考慮すれば密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装でも
よろしいでしょうか。

不可とします。ｱｽﾌｧﾙﾄ（透水性）での舗装を前提としてください。

7 〇 49 4 4 1
什器・備品
等の管理業
務

什器・備品等の更新に係る費用はサービス対価に含まれるのでしょう
か。

お見込みのとおりです。



別紙1-6

要求水準書、添付資料　質問記入欄

Ｎｏ 本編
資料
番号

頁 章 節 1 (1) ① ⅰ) 項目等 質問内容 回答

8 〇 63 5 5 1

学校利用時
の指導補助
員、監視員
の配置

学校授業の指導及び安全確保は基本的に各校の教員が行うが、そ
の指導補助員として2名程度、監視員として3名程度の職員を配置す
ること。とありますが、必ずしも設置は必要でしょうか。

必要です。ただし、運用開始後、学校授業実施時の安全性が確認さ
れた場合は、協議によるものとします。

9 4
熱供給管整
備
ｲﾒｰｼﾞ図

（前段）構外の熱供給配管のﾙｰﾄは、公道以外に、隣地（中電?敷地/
高圧鉄塔部）内を通るｲﾒｰｼﾞですが、その部分を借地するのは無料と
考えてよいですか。
（後段）また、取合箇所は、埋設部（ｶﾙﾊﾞｰﾄ内）でしょうか。

（前段）熱供給管ルートは隣地を通ることはイメージしていませんが、
熱供給管のルートは事業者の提案によるものとします。ただし、借地
は無料ではありません。
（後段）取合箇所は、地上取合を想定しています。

10 〇 10
送迎バス運
行スケ
ジュール

各小学校バス運行案に緑小3年3・4組のバス台数が③台になっていま
すが、
②台の間違いでしょうか。

②台が正となります。要求水準書添付資料10を修正します。

11
閲覧
資料4

土壌汚染調
査資料

閲覧資料4「土壌汚染調査資料」の公表はまだでしょうか。 現在、調査結果を取りまとめ中であり、後日公表します。

12
閲覧
資料6

熱供給にあ
たっての中
央監視

ごみ処理施設側との自動制御、中央監視のやり取りは無いものと考
えてよいのでしょうか。
（ｶﾛﾘ-計等）

お見込みのとおりです。
ごみ処理施設においては、新たに設置する取合点付近に蒸気流量計
(往き)、蒸気温度計(往き)、蒸気圧力計(往き)、復水流量計(戻り)、復
水温度計(戻り)を設け、監視と記録を行う計画です。

13
閲覧
資料6

復水の水質
管理

復水の返送温度に条件はありますか。温度下げるには給水する必要
あります。

復水の返送時の温度は99℃以下としてください。給水はせずに水質を
維持したまま返送することとします。

14
閲覧
資料6

供給熱量、
蒸気供給量

最大7GJ/h、3.5ｔ/hは常時確保されると考えてよいですか。
7GJ/h、3.5t/hを上限に、事業者の提案に基づく必要な熱量が常時確
保されることを想定して計画してください。平均値等は、プール側の熱
利用状況により、変わります。



別紙1-6

要求水準書、添付資料　質問記入欄

Ｎｏ 本編
資料
番号

頁 章 節 1 (1) ① ⅰ) 項目等 質問内容 回答

15
閲覧
資料6

蒸気圧力
蒸気圧力の条件として取合い箇所にて0.4～0.5MPaは、0.5～0.6MPa
と出来ないでしょうか。

ごみ処理施設における蒸気タービンから抽気した低圧蒸気を供給す
る計画であり、タービンの性能上の理由により、閲覧資料6 「熱供給管
等に関する諸条件」に記載の圧力を上げることはできません。

16 地歴調査
地歴調査は実施済みでしょうか。建築確認申請段階での添付を求め
られることがあります。

土壌汚染調査の中で、実施済みです。

17
週休２日制
の推奨につ
いて

日建連・日建協が週休２日制を推奨しており、2021年度末までに4週8
閉所を目指しています。
公共工事において完全週休2日制の指定を受ける事も多くなりました
が、本工事は当該制度の対象となるのでしょうか。

本工事は当該制度の対象とはなりません。



別紙1-7

落札者決定基準　質問記入欄

Ｎｏ 本編
別紙
番号

頁 1 (1) ① 項目等 質問内容 回答

1 2
Ⅵ 入札者独
自の提案に
関する事項

「(2)地域社会・経済への貢献」の「評価の方向性」欄に「地元雇用、地元
企業の参画等」とありますが、「地元雇用」とは「武豊町民の雇用」、「地
元企業」とは「武豊町内に本社、事業所を置く企業」のことを意味してい
ると理解してよろしいでしょうか。（「地元」の定義についてご教示くださ
い。）

「実施方針（案）等に関する質問及び意見への回答（平成30年6月29日
公表）」要求水準書（案）に係る質問No.26、27に記載のとおり、「武豊町
民の雇用」及び「武豊町内に本社、事業所を置く企業」を指します。



別紙1-9

様式集（入札書類審査）　質問記入欄

Ｎｏ 本文
様式
番号

1 (1) ① 項目等 質問内容 回答

1 本文 1 (2) ①
入札書類審
査に関する
提出書類

「様式Ａ-1、様式A-2、様式A-5については、正・副各１部」とあります
が、様式Ａ-1、様式A-5は、副も押印が必要でしょうか、もしくは、写しで
もよろしいでしょうか。

副には必ずしも押印は必要ではありません。正の写しでも構いません。
また、原本証明も不要です。

2 本文 1 (2) ①
入札書類審
査に関する
提出書類

「計２部を正・副毎に纏めて」とありますが、纏め方（例：３つの様式を綴
じずに１枚のクリアファイルに入れて提出など）に指定がありましたらご
教示ください。（様式Ａ-1、様式A-2、様式A-5について、どのように纏め
て提出したらよいか、提出方法をご教示ください。）

３つの様式を綴じずに１枚のクリアファイルに入れて提出してください。

3 本文 1 (2) ②

提案書
３．建設・工
事監理業務
に関する事
項・①スケ
ジュール

用紙サイズがA4となっていますが、A3に変更できますでしょうか。
不可とします。詳細なスケジュール・工程等は様式K-1（A3）にて示して
ください。

4 本文 1 (2)
②
③

提案書

貴町に提出する提案書ファイルは、「提案書（1.～6.）」を綴じたA4ファイ
ル、「提案書（8.～10.）」を綴じたA4ファイル、「提案書（計画図面等提案
書類）」を綴じたA3ファイルの３種類となり、それぞれ正本１部、副本７
部、合計8部を提出するとの理解でよろしいでしょうか。

「提案書（1.～6.）」及び「提案書（8.～10.）」はA4の同一ファイルとしてくだ
さい。

5 本文 1 (2) ④ その他
CD-Ｒに保存するファイルは、「提案書」（計画図面等提案書類を含む）
および「基礎審査項目チェックシート」のみであり、「入札書類審査に関
する提出書類」（Ａ-１～５）は含まないとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

6 本文 1 (2) ④ その他

「当該CD-Rには、事業名、入札参加グループ名、保存されている書類
名を明記」とありますが、「保存されている書類名」については、「提案
書」「基礎審査項目チェックシート」の文言のみを明記すれば良いとの理
解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。


